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Ⅰ はじめに

本稿は，日本における不払いの養育費強制執行の可能性を探るにあたり，ア
メリカ合衆国においては連邦政府に強力な養育費強制プログラムが設けられ，
各州がこれを実施する枠組みが用意されている点に着目したものである。連邦
政府による養育費強制プログラムはいかなるものなのか，そして各州において
本強制プログラムがどのように運用され，実効力を担保されているのか明らか
にし，そのうえで日本において実効力のある養育費回収の制度を導入し確立す
るために，いかなる制度設計をすべきかを示すことを本研究の最終目標とする。
ただし，本稿ではより広い法域を概観し，各国において不払いの養育費の問題
がどのように扱われ，対処されているのかを比較検討することにより，予備的
研究を行うものとする。

Ⅱ 日本における養育費の徴収の実情

子どもの貧困は，世界的にも大きな問題であるが，これは海外だけの問題に
とどまらない。厚生労働省の調査によれば，２０１５年の日本の子どもの貧困率は
１３．９％１であって，狭義の先進国を意味するDAC加盟の３０カ国で相対的貧困率

１０９実効力ある養育費の強制執行制度構築に関する予備的研究



を比較すると，日本は６位に位置する。ひとり親家庭の貧困率になると，さら
に５０．８％にまで上昇するのが現状である。子どもは産まれる環境を選べないに
も関わらず，親の就労や経済的理由によって貧困に苦しまざるを得ず，また，
貧困に追い詰められた親が虐待や育児放棄に至るケースも多い。
このように，日本のひとり親家庭における子供の貧困は，社会的に重要な問
題である。子どもの貧困が生じる要因は多岐にわたるが２，その一因として親
権者でない親による養育費の未払いが挙げられる。厚生労働省による調査によ
れば，養育費の受給率は，母子家庭においては２４．３％３，４，父子家庭においては
３．２％５にとどまる。これは，養育費の取り立ての強制執行が，非親権者の所在
や就業場所が明らかでない限り，非常に困難な状況にあることも原因のひとつ
であり６，早急な改善が求められている。事実，下夷美幸『養育費政策にみる
国家と家族 母子世帯の社会学』７の事例研究によれば，親権者でない親（以後，
「義務者」とする。）の養育費の不払いにも関わらず，強制執行が可能になっ
た例は，あらかじめ養育費に関する取り決めを公正証書にしてあり，なおかつ

１ 義基祐正「子どもの生活問題の深刻化と社会福祉―福祉の公的責任と共に在る福
祉実践―」『子ども白書２０１８』，１１４頁（本の泉社・２０１８年）

２ 棚村政行「長引く不況と養育費の申立件数の増加」は，リーマンショックやギリ
シャの経済破綻に伴うユーロ危機といった世界的経済危機の影響が日本にも波及し，
失業者数を押し上げている状況を指摘する。（『養育費相談支援センターFPIC
ニューズ・レター』第４号，２０１０年，１頁）こうした経済不況が養育費の不払いに
拍車をかけ，しかし同時に，ひとり親家庭における養育費の給付の必要性をより一
層強めていることは確かであろう。
３ 厚生労働省「平成２８年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」
４ 「全国母子世帯等調査」によれば，１９８３年の養育費の受給率は１１．３％であり，１９９３
年には１４．９％，２００６年には１９．０％と徐々に上昇傾向にある。しかし，それでもなお，
２０１６年における受給率が２４．３％にしか到達していないという事実は看過しがたい。
５ 厚生労働省「平成２８年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」
６ 家庭問題情報誌『ふぁみりお』第７２号２頁によれば，平成２８年に養育費相談支援
センターに持ち込まれた相談の総件数７，９８４件のうち，養育費の不履行に関する相
談件数は１，０２２件，強制執行に関する相談件数は３２４件であって，１６．８％に上る。ま
た，不履行についての相談のうち，義務者が転居したり転職したりしてしまい，公
正証書や調停調書といった有効な債務名義があるにも関わらず，実際の強制執行が
困難であるという内容が多くを占めるという。
７ ７６―９８頁（勁草書房・２００８年）
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両当事者が大きな意味で同じコミュニティーに属していたために，相手方の情
報を得やすかったという特殊な事情が背景にあった。
日本では，２０１９年５月１０日，民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側
面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第２
号）が成立し，施行を待つ状況にあって，日本の民事執行法制度も何ら対策を
していないではない。改正法では，民事執行制度をめぐる近年の情勢に鑑み，
⑴債務者の財産状況の調査に関する制度の実効性を向上させ，⑵不動産競売に
おける暴力団員の買受けを防止し，⑶国内の子の引渡し及び国際的な子の返還
の強制執行に関する規律の明確化を図られた。このうち，本稿では⑴の具体的
施策として，「第三者からの情報取得手続」が新設された点に注目する。現行
の民事執行法では，預貯金や給与を差し押さえるには，親権者（以後，「権利
者」とする。）が自力で，非親権者の口座がある金融機関の支店名や勤務先を
特定することが求められる。しかし，離婚後，交流のない義務者に関するこう
した情報を入手することは困難であり８，それゆえに養育費の強制執行制度は，
実効性に乏しいものであった。しかし，１年以内に施行される改正民事執行法
には，逃げ得ともいえるこうした状況に歯止めをかける仕組みが設けられた。
確定判決や公正証書などの有効な債務名義に基づいて地方裁判所に申し立てを
行えば，相手方の預貯金の口座情報や勤務先の情報を，対象の金融機関や住民
税の徴収などを基に職場を把握している市町村などの第三者から取得できるよ
うになる。
ただし，それでもなお，養育費の強制執行の実現可能性については，不透明
な部分も多く残っており，より確実な実効力ある取り立ての制度の確立が社会
的にも求められている。実際，近時では，兵庫県明石市が不払い養育費の回収
手続きを実質的に担う制度である「養育費泣き寝入り救済条例（仮称）」の成
立・施行を目指していることが繰り返し報じられる９など，未払いの養育費に
なんらの手当てがなされていないことへの社会の不満は肥大化しているように
見受けられる。法はこうした社会の強い要請に応え，なんらかの対策を示すべ
きと考えられる。

８ NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ『離別後の子どもの「共同親権」を考
える』２０１０年
９ 毎日新聞２０１９年９月１７日，朝日新聞２０１９年９月２６日など
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Ⅲ 諸外国の実効力ある養育費の強制執行の枠組み

では，諸外国ではこの問題に対して，いかなる取り組みをしているのだろう
か。養育費の決定に着目した分類も存在するが１０，本稿では養育費の履行方法，
特に国家が養育費の履行にどのように介入するかという点に着目した分類１１を
用いることとする。この分類によれば，国による養育費の立替払いを行う法域
（スカンジナビアモデル）と国による養育費の取立ての補助を行う法域（アン
グロサクソンモデル）とに分けることができる。
スカンジナビアモデルの妥当する法域としては，スウェーデン，アイルラン
ド，ドイツ，フランスなどを挙げることができる１２。スウェーデンでは養育費
援助法が制定されており，養育費は基礎控除や子どもの数などのファクターに
よって算定される。ここで算定された養育費を義務者が支払わない場合，養育
費補助制度により，権利者の申し立てを受けた国１３が一定割合を立替えて権利
者に支給する。そのうえで，国は地方裁判所の介入を経て義務者から不払分全
額を徴収し，養育者に未払いの差額分を支払うこととなっている１４。なお，義
務者からの養育費の徴収は給与からの天引きや差押えなどによって行う。
これに対し，アイルランド１５では，そもそも離婚が法で認められるように
なったのは，１９９６年家族（離婚）法（Family Law（Divorce）Act １９９６）以降

１０ Skinner, Christine and Davidson, Jacqueline, Recent Trends in Child Mainte-
nance Schemes in １４ Countries, International Journal of Law, Policy and the
Family, Vol.２３, No.１, pp.２５―５２（２００９）.

１１ 下夷美幸「イギリスにおける養育費政策の変容―子どもの貧困対策との関連か
ら―」『大原社会問題研究雑誌』No.６４９（２０１２年）１―１５頁

１２ 公益社団法人 家庭問題情報センター『平成家族考 家族を見続けるFPICから
の提言』２５１頁（司法協会・２０１４年）

１３ 具体的には，権利者は社会保険事務所に申し立てを行う。
１４ 鉄﨑智嘉子「諸外国における養育費確保制度の有効性について」『養育費に関す
る提言について』（一般財団法人 全国母子寡婦福祉団体協議会・２０１８年），千葉華
月「スウェーデンにおける離婚後の監護権」１７５頁，『各国の離婚後の親権制度に関
する 調査研究業務報告書』（一般財団法人比較法研究センター・２０１４年）１６３―１８０頁

１５ アイルランドにおける養育費の執行については，増田幸弘「アイルランドにおけ
る離婚後の養育費と社会保障給付―法制度の特徴と制度改革の提言―」『社会保障
研究』Vol.４No.１６２，（２０１９年）６２―７８頁に依拠した。
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のことである。離婚後の養育費の額や支払方法について，離婚が成立する際に
当事者間で合意が成立しており，なおかつ当該合意内容を裁判所が適切と認め
れば，合意した内容に従う。しかし，当事者間で合意が成立していない場合に
は，裁判所が介入し命令（order）によって養育費の詳細について決定するこ
ととしており，養育費をはじめとする適切な諸条件が整わない限り，離婚は成
立しない。このようにして定められた養育費が任意に履行されなかった場合，
権利者は，裁判所によって①定期給付命令（periodical payments order），②
一括払命令（lump sum orders），③担保付定期給付命令（secured periodical
payments order）を申し立てることができる。権利者は裁判所命令に基づき
その支払いを請求することができる（１９９６年法第１３条）。義務者が会社に雇用
されている場合には，裁判所は賃金差押命令（attachment of earnings order）
を発することができ，これにより給与からの養育費の天引きも可能となる。た
だし，義務者が安定した雇用関係にない場合には不可能である点が指摘される。
また，同国においては「ひとり親家庭手当」が存在し，いかなる理由であれ，
パートナーの協力なしに子の養育を行う環境にある者で一定の要件を満たす者
は，「ひとり親家庭手当」を受給することができる。ただし，本手当の申請時
には，権利者は義務者に対し養育費の支払い義務の履行を要求することが求め
られる。しかし，要求にも関わらず，養育費の支払いが履行されない場合には，
雇用問題・社会保護省が権利者に養育費を立て替えて支払う。そのうえで，地
方裁判所に支払い命令を申し立てることになる。
ドイツでは，養育費立替払法に離婚後も両方の親による未成年の子どもに対
し扶養義務があることが明文化され，子どもと同居する親は子どもの監護教育
によって扶養義務を果たしていると認められるが，その一方で同居していない
親は養育費の支払いによって扶養義務を果たすことが求められる。養育費の支
払い義務がある親は，親自身が適切な生計を営んでいる限りにおいてその義務
から免れることは許されないとされる。また，同国では，当事者間で合意した
扶養料とは別に，未成年の子どもの最低生活費から算出される養育費の最低額
が定められている。この最低ラインに義務者から支払われる養育費が到達して
いない場合，国が不足分を権利者に支給し，最終的には州が義務者から徴収す
ることになる。養育費立替払制度の始まりは１９７９年に遡り，今日に至るまで１０
回以上の改正を経て，従前より広い範囲で子どもの養育費の執行を可能にし，
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かつ執行を実効力あるものにしてきた。特筆すべきなのは，１９９０年の改正にお
いて，養育費の執行の簡素化を目的として養育費については債務名義が不要と
なった点である。また，２０１３年には義務者からの強制執行をより実効力あるも
のにするために，義務者の個人情報取得の可能性が広められた。本改正により，
義務者の収入および財産状況を明らかにする目的で，勤務先，保険会社，税務
署，クレジットカード会社といった第三者機関から情報を入手できるように
なった。養育費は現物給付と金銭給付の合算で行う。養育費立替払制度の財源
は，連邦政府が４０％，州が６０％で負担することとなった。なお，扶養義務を果
たさない場合には，刑事罰や裁判所による扶養義務を履行命令などの規定が刑
法典に存在することも付記しておく。
翻って，アングロサクソンモデルに妥当する法域としては，アメリカ，イギ
リス，オーストラリアなどが挙げられる。アメリカに関しては，次項で扱うた
め，まずはイギリスについてみることとする。イギリスでは，伝統的に家族の
問題には行政は立ち入らず，したがって養育費に関しても行政の関与は少な
かった。しかし，１９７４年に「ひとり親家族に関する委員会」が発表したファイ
ナーレポート（Finer Report）が契機となり，養育費の問題にもスポットが当
たるようになった１６。制度構築当初は，ひとり親家庭には国家の社会保障が支
援し，所得補助を支給する制度設計であったが，次第にこれが財政を圧迫して
いった。１９８０年代末期には保守党政権は政策転換を行い，ひとり親家庭の親の
就労を促し，義務者の養育費の支払いを増加させ，財政への負担の軽減化を図
るようになる。こうした経緯を経て，１９９１年には養育費法（Child Support Act
１９９１）が制定され，行政主導の養育費の徴収制度が敷かれることとなった。同
制度においては，養育費の算定は公式に当てはめた計算によって導かれるため，
裁量の入る余地はない。算定された養育費は，確実に履行される場合を除外し
て，養育庁（Child Support Agency）を経由して支払われる。義務者から養
育費債権が履行されない場合には，養育庁に強制執行の権限が付与されている。
同法の主要な目的として，不払いの養育費の強制執行の強化が挙げられる１７。
給与からの天引きが可能であるのは無論のこと，利息の請求や財産の差押えの

１６ 下夷美幸『養育費政策にみる国家と家族 母子世帯の社会学』１７２頁（勁草書房・
２００８年）

１７ Nigel Lowe, Gillian Douglas, Bromley’s Family Law １０th ed., p９４５,２００７
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裁判所への申立ても可能であるし，投獄さえも可能である１８。
オーストラリアでは，権利者が児童扶養機関に未払いの養育費を登録すると，
権利義務関係は，権利者と義務者とのそれから国と義務者とのそれに転換する。
義務者が被用者であって雇用されている場合には，原則として雇用者が給与か
ら養育費を天引きし，児童扶養機関に納付する。義務者が自営業者の場合には，
月毎に養育費を児童扶養機関に自身で納付することが義務付けられる。納付さ
れた養育費は，最終的に権利者に支払われることになる１９。

Ⅳ アメリカ連邦政府による養育費強制プログラム

アメリカにおいては，１９６０年代半ば以降父親が扶養義務を果たさない母子世
帯への公的資金援助が増大し，これが社会問題となった。これを受けて，連邦
政府は１９７５年社会保障法に養育費制度についての章を新設し，義務者の居所探
索，法的親子関係の確定，養育費命令の確定，養育費の徴収のプログラムを整
備した。その後，複数回の法改正を経て，現在では本プログラムは社会から広
く支持されている。養育費強制プログラムは，連邦政府の監督のもとで，州政
府が実際の運営を行う。連邦政府が定めた基準の各州の到達状況に応じて，連
邦政府は州への補助金の増減を決定するが，この決定権により連邦政府は監督
力を高めているとされる２０。
プログラムの具体的な内容として，義務者の居所探索に関し，各州が社会保
障番号や州税や個人財産の記録，さらには民間の個人情報機関や金融機関の情
報を検索することにより行い，それでも判明しない場合には，連邦政府の親検
索サービスが用いられる。連邦政府は社会保障庁をはじめとした各組織の情報
にアクセスし，州をまたぐ義務者の居所検索にも威力を発している。また，実
際の養育費の徴収に先立っては，具体的な金額を示した養育費命令が必要であ
るが，養育費の算定にあたっては各州が異なった方式で額を算定し，これに基

１８ Nigel Lowe, Gillian Douglas, Bromley’s Family Law １０th ed., p９４５―９４７,２００７
１９ 公益社団法人 家庭問題情報センター『平成家族考 家族を見続けるFPICから
の提言』２５２頁（司法協会・２０１４年）

２０ 下夷美幸「アメリカにおける養育費政策の現状とその作用」大原社会問題研究所
雑誌 No.５９４，（２００８年）２０頁
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づいて最終的な額を算出する。そのうえで当該養育費命令に基づいて徴収を行
うのであるが，その手段は多岐に渡る。連邦や州の所得税還付金や失業給付か
らの相殺や，専門職や専門職ならびに商業上の免許の制限や没収などの方法に
よる間接強制もあるが，特に注力されてきたのが，給与からの天引き制度であ
る。１９８４年法（The Child Support Enforcement Amendments of１９８４（PL９８―
３７８））では，一ヶ月以上滞納した者に対してのみ給与からの天引きが許されて
いたが，この条件は改正法によって緩和され，現在ではすべての養育費命令に
ついて給与からの天引きとされ，更なる効率的な養育費の強制執行が可能に
なった。
以上のような連邦政府の主導する養育費強制プログラムによって，２００５年の
段階で養育費の徴収件数は制度導入前の１０倍以上に伸びた。特に給与からの天
引きは全体の７割を占めており，本プログラムの有効性を見て取ることができ
る。加えて，本プログラムによる徴収率は６９％と報告されており，日本の母子
家庭における養育費の受給率２４．３％という数字と比較しても，アメリカにおけ
る養育費強制執行プログラムの実効力の高さが際立つ。

Ⅴ 検 討

今日の日本において，不払い養育費の回収手続き促進することの重要性が認
識されていることは前述のとおりである。本稿では，国による養育費の立替払
いを行うスカンジナビアモデルと国による養育費の取立ての補助を行うアング
ロサクソンモデルの具体的な施策を概観した。特に，スカンジナビアモデルか
アングロサクソンモデルかを問わず，アメリカ，イギリス，オーストラリア，
ドイツなどの欧米諸国では，給与からの天引制度が整備されており，履行期の
到来した養育費債権が未履行である場合には，将来給付分の養育費債権につい
ても給与からの天引きを可能にしている２１点は特筆に値する。
しかし，私見では日本においてはスカンジナビアモデルの制度の導入ではな
く，アングロサクソンモデルに倣うべきではないかと考える。イギリスにおい

２１ 棚村政行『面会交流と養育費の実務と展望 子どもの幸せのために』３５頁（日本
加除出版株式会社・２０１３年）

１１６ 駿河台法学 第３３巻第２号（２０２０）



てもアメリカにおいても，当初は国による養育費の立て替え制度は社会保障制
度のひとつと認識されていた。しかし，次第にひとり親家庭への資金援助は国
庫を圧迫し，世論からも大きな批判の声が上がるようになった。子どもの養育
に対して本来責任を負うべき義務者が養育義務から逃れ，国民の税金がそれを
負担することになるからである。そのような批判を背景に，英米では本来の義
務者への養育費の取り立てを強化する枠組みを構築することとなった。以上の
ような英米におけるスカンジナビアモデルからの転換を念頭におくと，日本に
おいてもはじめから義務者の養育費債権への強制執行を強め，確実な債権回収
を実現する制度設計を提案すべきではないか。したがって，アングロサクソン
モデルを採用する法域をより深く比較検討することによって，日本の制度の構
築を目指すことが次の課題である。
Ⅱで示したように，日本においては地方自治体レヴェルでの未払い養育費問
題への対策がようやく動き出したばかりであって，国家レヴェルでは何らの対
策を取っていないに等しい。翻って，アメリカ合衆国においては，離婚後の養
育費の支払いに関し，連邦政府による強力な養育費強制プログラムが用意され
ており，各州がこれを実施する枠組みが用意されている２２ことは本稿で紹介し
たとおりである。しかし，連邦政府の用意したプログラムを実際に各州がどの
ように運用しているのかについては日本では研究が進んでおらず，また，一般
社会での認知も低いのが現状である。アメリカの養育費強制プログラムから日
本が学び，子の最大の福祉のためによりよい制度を構築することは喫緊の課題
であろう。本研究はアメリカの事例の検討により，我が国の養育費未払い問題
に対する法の可能性を明らかにし，それを通じて日本における子供の貧困問題
に資することが期待できる。
さらに，日本では２０１６年１月１日からマイナンバー制度の運用が始まった。
本制度は制度の妥当性について当初より多くの議論があったが，こと養育費の
強制的な回収の点においては実効性の強化に資するように思われる。内閣府は
本制度を「社会保障，税，災害対策の法令で定められた手続のために，国や地
方公共団体，勤務先，金融機関，年金・医療保険者などに提供するもので」

２２ 打矢恵「アメリカの公的支援制度と養育費強制プログラム」東洋法学大５４巻第１
号（２０１０年）２７７―２８２頁
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あって，「法令で定められた目的以外にマイナンバーを利用することはでき」２３

ないと説明する。しかし，養育費は，親以外の後ろ盾を持たない子どもにとっ
て社会保障制度の一部と位置付けることができることから，法改正によって養
育費の回収もマイナンバー制度の目的とすることは可能ではないか。本研究で
はアメリカの本強制執行制度の知見を基に，日本にも導入可能な強制執行プロ
グラムの可能性を探ることを目指すものであるが，そのうえで，マイナンバー
との協働関係は必要不可欠になるのではないかというのが現在の仮説である。
租税債権の回収を図るのと同様の枠組みでこれを可能にできないか。課題は山
積している２４ため，今後の研究で再検討のうえ明らかにしたい。

２３ 内閣府HP https:／／www.cao.go.jp／bangouseido／seido／index.html（最終アクセ
ス：２０１９年１２月１０日）

２４ 本稿では紙面の都合から触れることができなかったが，Maintenance Regulation
（EC）No ４／２００９は，子どもの養育費を含む扶養料に関するEU法である。本法によ
り，EU加盟国は国境を跨いでも養育費の強制執行を実現するために，義務者の住
所，所得，勤務先，銀行口座情報，資産といった情報を取得することが可能である。
（Burkhard Hess, The Effective Disclosure of the Debtor’s Assets in Enforce-
ment Proceedings, ０１９年１１月７日開催International Colloquium in Kyoto ２０１９:
“Effective Enforcement of Creditor’s Right in Civil Execution through Effective
Discovery of Debtor’s Assets”での報告）また，情報の取得に関し，日本では権
利者が自ら情報を取得しなければならないため，個人情報保護の観点から情報を公
開する第三者にとっても，公開への理的ハードルが高くなる傾向にある。しかし，
ブラジルで行われているように裁判所や執行官のみが情報を取得し，強制執行をか
ける（Antonio Cabral, New Trends in execution and enforcement proceedings
in Brazilian Civil Procedure, ２０１９年１１月８日開催同上コロキウムでの報告）こと
も可能ではないか。
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